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埋立事業会計 第 3次中期財政プランの策定にあたって

埋立事業会計では、平成 19年度から 22年度を計画期開とする「第2次中期財政プランj

(以下 i2次プランJという。)を策定して、会計の健全化に取り組んでまいりました。

しかし、世界的な経済不況の影響を受け、土地の需要は低迷し、売却をした土地の買戻し

を行うことになるなど、土地売却が進まない状況となりました。いったんは回復してきたも

のの、震災の影響で再び景気が低迷し、土地の売却を進める上で非常に厳しい状況となって

います。この結果、 2次フランで掲げた巨標の達成は困難となりました。

そこで、収支不足の拡大を最小限とするための取組をより一層強住し、土地処分が進まな

い状況を改善する対応策を打ち出した「第3次中期財政プランJ(以下 i3次プランJという。)

を策定いたします。

今回、 3次プランの策定にあたっては、臨海部土地造成事業についての資金不足を回避す

るため、将来の年度ごとの資金状況を厳しく見込み誼しました。そして、早期の土地処分や、

土地利用方針が確定するまでの間の有効活用に向けた取組を強化して収入の確保を留ります。

その上で、一般会計からも適切な時期における適切な金額での支援を求めていきます。こ

のため、 3次プランは資金収支に関する危機管理の側面を強く持っています。

3次プランは、このような先行き不透明な現況を踏まえ、計画期間を 23年度から 25年度

までの 3年間とします。

第3次中期財政プランの位置づけ

2次プランでの長期的な収支を見直し、その結果に基づいて、拡大する収支不足に対応

するために、 23年度から 25年度に取り組むべきことを明確にします。
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1 埋立事業会計におけるこれまでの取組

横浜市の埋立事業は、鶴見区大黒町地先を皮切りに、根岸湾、平潟湾、金沢地先など工業用地の埋立

造成を主に行い、首都圏を代表する産業集積や内陸部の住工混在の解損などに大きな役割を果たしてき

ました。加えて、これら埋立事業により、 17年度までに一般会計に総額 374億円の繰出しを行ってき

たことや、結地・道諮・市民利用施設などの整備を行うなど、本市財政に対しでも多大な貢献をしてき

ました。

近年では、都心部機能の強化として「みなとみらい 21地区j、多様化する物流需要への対応として「南

本牧地震J、寵業、業務、レクリエーション機能の集積を園るため「金沢木材港地区」や「新山下町貯

木場地区」において埋立事業を行ってきました。

これらの事業の実施により、港湾機能や都市機能の強化といった直接的な事業目的に加え、特に金沢

地先埋立事業をはじめとして、広大な埋立地を生み出したことで、多くの企業立地を通じて多額の税収

を確保してきました。また、これらの企業立地は、雇用の拡大にもつながっており、横浜の経済基盤の

確立に重要な役割を担っています。

《埋立事業会計実施位置園》

埋立事業会計造成地

回目田町田町田園埋立事業会計造成地(造成中)

野汁-t:-N

しかし、埋立事業会計は、企業債を財源として土地造成を行い、完成した土地の売却収入で企業債の

償還をすることが基本的な仕組みとなっています。埋立には長期間を要するため、地鏑・物価・金利動

向等で収支が大きく変動してしまいます。

バブル経済崩壊後の急激な地価下落といった想定外の社会経済情勢の影響を受け、埋立事業会計の収

支状況は大変厳しいものとなりました。特に、南本牧埋立事業については、埋立が長期化していること

もあり、単独での事業採算がとれず、埋立事業会計内の他事業による利益等の資金を充当しでも、なお

600億円程度の収支不足が見込まれました。

そこで、 16年度から 18年度を計画期間とする「中期財政プランJ(以下 r1次プラン」という。)を

策定し、経営体質の強化などに努める一方、収支不足については大規模緑地など公共用地の有償所管換

経費を含むー椴会計ーからの支援で補うことにしました。

その後、 19年度から 22年度までを計画期間とする 2次フランを策定して、引き続き会計の健全化に

向けた取組を進めてきました。
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2 第2次中期財政プランの総括

園開趨盟事理署需彊

2次プラン(19"-'22年度)策定後2年間は)11質調に売却が進んでいたものの、 20年秋以降の世界的な経

済不況の影響を受けて、土地需要が低迷し、土地売却が進まなくなりました。さらにみなとみらい 21

地区で一旦売却した2つの街震について、開発事業者から事業言判長の申し出があり、賀戻しを行うなど、

プランで見込んでいた土地売却収入の確保が国難となりました。

また、高本牧地区においてふ頭内工事の進捗状況に合わせて整備が遅れたこと、新山下地区において

山下ふ頭と一体的に課題を解決するため土地利用方法の検討を開始したことにより、 2次プランで予定

していた売却時期を先送りしました。

一方、 22年度にはみなとみらい 21地区において、局内プロジェクトチームによる延べ 1∞回以上の

穫極的な企業誘致を行ったことや、常時公募や街区分割による売却方法を変更した結果、日-2街区の分

割した毘酉の売却に成功しました。

しかし、税収等の減に伴い一般会計からの繰入を計画どおり受けられなかったことや、地舗の下落に

より、企業債の償還財源が確保できなくなり、借換績の増額発行で対応せざるを得ませんでした。

その結果、 2次プランで掲げた巨標については大幅な未達状況となり、見込んでいた収支不足額 591

億円を堅持することが困難となりました。

置署~ヨE

借換債を発行できる期限(借換2回・最大借入期間 30年間)が近づいており、期醍を過ぎると、資金

調達の手段がなくなり、資金不足となる恐れがあります。今後も持続可能な運営を行うための資金を確

保するには、全処分予定地の早期の処分が不可欠となります。

早期の土地処分に対する課題として、公募条件が企業の進出ニーズに合っていないことや、政策目的

で暫定利用中の土地があり、処分が進まないことが挙げられます。

I諮問今変化に伴う影響|

饗その 1ー売れない(借換僕発行の増) 川ダダ警察、従!

・MM21土地等売却の遅れ プラン期間全処分計額件数:10件→処分結巣 3件 i 
• MM21地震の 2つの街径の買戻し

山田園田園田園自由園田----自由園田園ー'

， ....園、、

!影響その 2一値下がり 1 
i 地価の下落 i 
: : 43街区 H19. 6公募価格1， 154. 200円/凶

ロ争 H22. 10公募価格 1.024. 700円lni I 

(H23. 4 公募価格 999. 100円lni) i ， 
、園田園田園田田園田田園田四国間同町田町時間間四四四回目岡田岡田園田圃回目岡田園田園田園田園田園田園田園田園田，

"，-即時四四時四時四個曲目曲目由曲目曲四四四四曲曲四時四四四四曲目相田岡田曲四間四四四間四四割問間四回目田開閉問、

;影響その 3ー支援不足 i 
! 税収等の減に伴う一般会計からの健全化支援の遅れ ! 
i プラン怒問中に想定していた一般会計繰入額 ム83億円 i 

、畑町間間四時四曲四間明暗時四時四時時四曲剛山間相岡崎明相醐相四四四間間四四間四四四間畑山田明園田問問間四四回_J
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2次プランで掲げた2つの目標の達成状況は、次のとおりです。

( 1 )土地処分率※【 2次プランの目標吟 80%以上】

※ 土地処分率=

22年度末における土地処分率は 65%となりました。

処分予定 18年度末
目標 結 果

目標未達成の
地 区

彊 積 処分率 処分率
22年度末

処分率 理由
処分済額穣

M M 21 25.7ha 46% 819-も 14.3ha 56今色
買漠し

売却の遅れ

南本牧(※} 14.4ha 79% 100号合 11.4ha 79今も 整備の遅れ

金沢木材港 9.0ha 64% 64号も 5.8ha 649-も (対象外)

新 山 下 7.7ha 68% 75% 
売却時期の

5.2ha 68号も
見蓋し

dzEz ‘ 計 56.8ha 60% ../?'83% 36.7ha I 65% 

[白擦は似以上ムゴ

<2次プラン期間における年度ごとの土地処分状況>

19年 度 初年度 21年震 22年度 プラン中の
地 産

処分面積
密震 面積 街区 部積 街区 酉積 街区 面積

~ ~ 21 I売却
42街区

1.9ha 
46街区

1.6ha 
4街区

ムl.4ha
11-2 

O.4ha 2.5ha 
ヰ街区 43街霞 43街匹 街罷

(2 )土地処分等で償還する企業債未償還残高【 2次プランの自標=今1， 300億円以下】

22年度末における土地処分等で償還する企業債未償還残高は i.606鑑円となりました。

(単位:億円)

目標 結果(22年度末)

未 償 l!墨E 残 高(※) 509 767 
M M 21 

|うち土地処分等で償還 i、、、兄、 497 155 

未 償 1-E墨E 残 宅悶主「1 1，686 1.749 
南本牧

l うち土地処分等で償還 791 851 

米 {震 JA 残 宅田吉1 2，195 2，516 
iにb3h 言十

i うち土地処分等で償還 1.288 1，606 

c毘標は、 1，308/f意向/以i下コ

※ 未償還残高には、土地処分等で償還するもののほかに、一般会計からの港湾整備事業にかかる負担金や

i有本牧第らブロック負般金で償還するものがあります。
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3 第3次中期財政プラン

( 1 )長期的な収支見通し

2次プランにおける収支不足額 591億円に対しては、無償所管換を予定していた公共用地のうち、

広域的な利用がなされる大規模な緑地等をー殻会計に有償で所管換を行い、さらに埋立事業会計が一

般会計へ行ってきた期致的貢献等も踏まえて、一般会計からの補助金等として支援を受けることで対

応することにしていました。

今回3次プランの策定にあたり、土地処分スケジュールや、工事費、管理費、公債諸費をはじめと

した経費についても大幅に見直し、企業績の償還終了予定年度 (44年度)までの収支見通しを改め

て見込み直しました。その結果、埋立事業会計全体の収支不足は、 2次プランでの 591億円から 719
億円に拡大する晃込みとなったため、一般会計から 2次プランより多額の支援が必要となります。

また、保有しているすべての土地を処分できることを前提とした計画のため、スケジュールと、おり

に処分ができなかった場合や、政策巨的での暫定利用が長期北する場合には、吏なる収支不足の拡大

が懸念されます。

2次プラン

完成 金沢
新山下 MM21

土地 木材

事業費 1 - 1 2051 551 2， 2761 

事業収入 1 - 1 2091 135[ 2， 3651 

l阿 41
損(LJ益!日

巨808 

銘柄の

回ム591損{ム}益仏}
(a+む)

(単位億円)

1.000 

500 

。

ム 500

ム 1.000

ム 1.500
2次プラン

区翻南本牧 ム 1.399

畿線新山下 80 

金沢木材 ヰ

区:z:rlMM21 89 

亡コ完成土地 635 

ー←全体収支 ム 591

南本牧

3， 35311 事業費

1，95411 事業収入

損{ム}益

日
ム1，399

会計内の

回損[ム}益(SI
(c十dl

事業収支見通し

5 

3次プラン

ム 1.360

96 

6 

ム 97

636 

ム 719

(単位:{章、円)

3次プラン

倒1

ム719



2次プランとの比較では、主に土地売却収入の減少により収支不足が拡大しました。

2 i欠フ守ラン

収支不足額

591億円

主な収支不忠縮小要因

利率の低下による

{昔換{責利子等の減

22億円

6 

2次プラン

収支不足額

591億円

3決プラン

収支不足額

719億丹

主な収支不足拡大要因

地価の下落による

土地売却収入の減

189 f意丹



(2 )基本方針

く基本方針>

①積極的な誘致活動を展開し、早期の土地亮去pにつなげます。

② 企業の進出ニーズに合わせた開発条件について関係局と共に晃藍しを検討します。

③ 政築自的のために暫定利用中の土地等の利用方針を決定するため、関係烏と検討を

進めていきます。

④ 資金不足に縮らないために、収入の確保と効率的な予算執行に鍔めていきます。

⑤ 金業債の未償還残高を計画的に減らすことにより、公債諸費の負担を抑えて、

会計の収支改善に取り組んでいきます。

みなとみらい 21地区の土地売却については、仲介手数料制度の導入など、民間企業の土地売却ノ e

ウハウの活用を検討し、多様な誘致セールスを展開します。

また、開発条件や企業誘致促進のための制度を見直すことなどについて、全庁的な議論を進め、企

業の進出意欲の向上を目指します。

政策目的で暫定利用中の土地や処分を保留している土地については、阜期に土地利用方針を決める

ため関係局と検討を進め、収入の確保を図ります。

また、保有土地を可能な限り早期に処分していき、土地処分までの期間についても貸付を行うなど、

有効活用することで、収入の確保と効率的な予算執行に努め、保有資金を確保していきます。

埋立毒事業会計で愛鍛した日本丸メモリアルパークとマリタイムミュージアム(現:横浜みなと博物館)
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( 3 ) 目 標

25年度までの自標として2つの指擦を掲げ、その達成に向けて取組を進めていきます。

ア 土地処分率【 3次プランの目標=争 70%以上}

今後も景気の先行きが不透明なため、「土地処分率 70%tI-よJを自指します。

収入については、みなとみらい 21地区の処分を阜期に行うことが埋立事業会計の健全化には不

可欠であり、同地区で 3.8ヘクタールの処分をします。杉田五丁目の土地については当該土地で予

定していた本市事業が取りやめとなったため、売却します。

なお、金沢木材港地区については事業用定期借地の貸付期間を延長したため、南本牧地区につい

ては売却に向けた整備を進めているため、新山下地区については土地利用方針を策定しているため、

プラン期間中の売却は見込んで、いません。

処分予定

面積A

完成土地(※ 1) 1.8泊

M M 21 (※ 2) 26. 2ha 

南 本 牧{※ 3) 14.4ha 

金 沢木材港 9.0ha 

新 出 下 7.7ha 

dZ』2 計 59.1 ha 

※1 完成土地は杉m五丁目の土地を追加
※2 :NLv12 1は、見直しにより面積を増加
※ 3 南本牧は、竣工済(第 1ブロック)部分

実績

(22年度末)

処分窟積 l 処分率

8I  G (侶BゲAX100ω} 

0ha I 0% 

14. 3ha I 5日5%

11.4ha I 7刊9%

58ha I ω  
52ha I 6印8%

36. 7ha I 62% 

イ 土地処分等で償還する企業債未償還残高【3次プランの目標吟 1，500億円以下】

企業債償還の財源となる土地処分計画に合わせて目標を修正し、「土地処分等で償還する企業債

未讃還残高 1.500億円以下j を目指します。
(単位:億円)

!実績(22年度末q碍 (25年度末)

M M 21 
1:来 償 還 残 高 767 I 657 

[!すうち主地処分等で捜還:ぺ

南 本 牧 i 未 メ三償うち土地還処分簿残で憤還高。

d問~ 計 1:米 z
犠 還 強 高

うち土地処、分等で憤還

:ii::業債の推移(土地処分等で償還する企業僕朱畿運残高)

発行額・後透綾 (単位:億円) 来俊遂残高

500 2，000 

450 f どbι 1;匂650 ~..1 ，611 1，606 
1，800 

• • 1，494 1，600 

一.350 1.400 
にコ元金儀i璽金

300 1，200 
246 区お倦換後発行害義

250 1，000 
一←ヨ佐官室i霊残信

200 800 

150 600 

100 400 

50 200 

。 。
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 
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(4 ) 土地処分促進の取組

ア 早期売却に向けた取組

(ア) みなとみらいお地区

常時公募を行っている 4街区・ 43街区・ 59街区・ 62街区について、積極的かつ効果的に企業

への誘致活動を進めるため、引き続き局内プロジェクトチームである f港湾局みなとみらい 21
企業誘致推進本部」を設置して企業ニーズの把握に努めます。さらに仲介手数料制度の導入など、

民間企業の土地売却ノウハウの活掃を検討し、多様な誘致セールスを展開します。

また、みなとみらい 21地区の開発事業者に対する公募条件の緩和や、進出企業の投資額の軽

減を留るための制度の見誼しについて、関係局によるプロジェクトで具体的な検討を進めます。

このような取組により、企業がいっそう進出しやすい環境を整え、需要の喚起を悶り、売却に

つなげていきます。

(イ) 完成土地

杉田五了目の土地について、公募に向けた手続きを進め、売却していきます。

イ 本市土地利用方針が未確定のため処分できない土地への対応

(7) みなとみらい 21地区 …15街区・印街区・ 61街区

現在、賑わい創出のために観覧車の設震やサッカ一場など、政策目的のため暫定利用中の土地

があります。移設等を含め各施設の今後のあり方について関係局で検討しています。この検討結

果にもとづき、土地利用方針が決定された後、速やかに土地処分の手続きを行い、収入の確保を

函ります。

なお、早期処分が見込まれない場合には、利用実態に合わせて権利金を伴う長期貸付について

検討します。

(イ) みなとみらい 21地誌 …20街区

パシフィコ横浜の隣接地である 20街認は、 MICE機能強化・拡充の用地としての可能性を

関係局で検討しているため、処分を保留しています。その検討結果を受け、誼ちに土地処分の手

続きを行います。

21忠化蹴問地 Ir ふなとんιiji21地区 l 

世間

=本市土地利用方針が未箆定の ; 

ため売却できない土地 ! 
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ウ 売却に向けた土地利用方針の確定

(ア) 新山下地区

老朽化した出下ふ頭と新山下地症について一体的な土地利用についての基本計画を策定中で

す。基本計画策定後、速やかに土地売却を進めていきます。

なお、現在は土地を細分化して一時貸付を行っていますが、方針を決めるまでの間定期借地な

どでの活用を図ります。

(イ) 南本牧地区

基盤施設の整備を迅速に進め、売却可能な街区から瀬次、公募の手続きを行っていきます。

また、第2ブロック(溌棄物最終処分場)用地の売却が可能となる時期については、鹿棄物の

埋立後、相当期間を要するため、ふ頭用地としての暫定利用等についても検討していきます。

(5 )その他の取組

ア 土地処分までの有効活用

みなとみらい 21地区、南本牧地区、金沢木材港地区、新出下町貯木場地区の処分予定地につい

て、土地処分までの期間に貸付を行うなど、今まで以上に有効活用に努めることで、収入の確保を

園っていきます。

イ 公共用地・施設の所管換

みなとみらい 21地区、南本牧地区、金沢木材港地区の道路などの公共用地について、できる限

り早期にー殻会計に所管換を行い、管理費の縮減を図ります。

。ウ 管理費の抑制

2次プランに比べ、土地の保有期間が長期化したことから、管理費が増加しますが、効率的な執

行を行い、抑制に努めます。
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(6) 3次プラン期間における収支見通し

ア 事業活動による資金坂支

収入に関しては、みなとみらい 21地区において多額の売却収入を見込めるため、処分を早期に行

うことが埋立事業会計の健全化には不可欠であり、当該地区で 3か所の処分を計画しています。さ

らに、杉田五了自の土地についても売却を計画し、あわせて 96億円の収入を見込んでいます。

その他の収入としては、みなとみらいお地豆、金沢木材港第 1期地区等の貸付料及び高本牧第5

ブロック負担金等として 274億円の収入を見込んでいます。

支出に関しては、土地処分にあわせた基盤整備に要する工事費 16億円、管理費 18億円を見込ん

でいます。なお、計震期間中に発生する公債諸費については、 104億円と見込んでいます。

イ 財務活動による資金収支

3次プラン期間の 3か年で償還を行う必要がある企業績のうち「土地処分等で償還する金業債j

は710億円あります。計画的な土地処分を進めることで、土地売却収入による企業債の償還を行っ

ていきますが、資金不足に路らないよう一定程度の借換債の発行を見込んでいます。なお、新規事

業債の発行はありません。

[23"-'25年度までの 3か年の土地処分等で償還する借換債発行額 598億円〕

。計留期開中の資金推移 (単位:百万円)

"-' 2 2年度
3次プラン 23"-'25年度

23年度 24年度 25年度 期間合計

事業活動による資金の増減

土地売却収入 5， 839 。 3，780 9， 619 

その他収入 7， 630 9， 902 9， 915 27，447 

工事費 ム 508 ム 591 ム 542 ム1， 641 

管理費 ム 902 ム 425 ム 491 ム1， 818 

公債諸費 ム 3，665 ム 3，318 ム 3，450 ム10，433

小計 8，394 5， 568 9， 212 23， 174 

財務活動による資金の増減

企業債発行 41， 000 23， 000 15， 870 

(うち土地処分で償還する金額) (37， 271) (16， 899) (5， 679) (59， 849) 

企業債償還 ム 47，425 ム 33，265 ム 30，301 ム 110，991

(うち土地処分で償還する金額) (ム 37，841) (ム 22，511) (ム 10，680) (ム 71， 032) 

計 ム 6，425 ム 10，265 ム 14，431 ム 31， 121 

当年産資金収支------ 1， 969 ムヰ， 697 ム 5，219 

資 金 残 r.si 11， 021 12， 990 8， 293 3， 074 
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4 地区別の現状と取組

l ( 1 )ーとル 21埋立諒- l 
E顎E罰置

用地造成、道路・下水等の基盤整備は、 22年度末で進捗率 99%で、おおむね投資が終了しています。

2次プラン期間中の土地売却については、 19年度に4街区と 42街区について、合わせて1.9ヘクタ

ール、 20年度は、 43街区と 46街区を合わせて1.6ヘクタール、 22年度には、 11-2街症の一部となる

0.4ヘクターんを売却し、残りの一部となる 0.4ヘクタールについても事業予定者が決定しました。し

かし、 21年度には、売却を終えた4街区と 43街区の買震しを行うなど、景気悪化の影響を大きく受け

ました。

また、みなとみらい 21地区は、街づくりの観点から土地処分についての様々な制約があることや、政

策的に暫定利用中の土地があることも、処分が進まない大きな原理となっています。

なお、これまで「みなとみらい線J、「臨港幹線道路J等に対する負担金、再開発のための移転補償費

など埋立事業としては多額の費用負担を行っています。

エ
祷

か主向珪

公

支

[3次プラン期間に売却する土地]場所: 11-2街区 商積:0.9ヘクタール

4街区 箇積:0.7ヘクタール

20街底面積:2. 2ヘクタール

支出項毘 事業費 収入環自

土地売却.t&入

事 費 970 土地貸付権利金

償 費 402 土地貸付収入

理 費 136 そ の 他 収 入

債 諸 費 843 会計内他事業利益充当額

出 tE』Z 計(A) 2，351 収入会計(B)

不足する 97億円については、会計内他事業利益より充当します。

E~暦1冨樫曹司

(単位:僚円)

事業収入

1， 560 
307 

83 
304 
97 

2， 351 

今後地価の上昇や土地需要を待つという受け身の姿勢では、会計全体の収支不足が拡大する恐れがあ

るため、これまで以上に誘致活動を進め、仲介手数料制度の導入を検討し、実施するなど、新たに民間

のノウハウを活用した企業誘致に取り組みます。

また、暫定利用をしている土地や街づくりにかかる制約により処分しづらい土地についての処分方法

について、関係局を含めた検討を進め、土地利用の方向性を決定します。

みなとみらい21地区
中央地区
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1 一 一一一m*~iIn~~
醤蕗~II臨む画面

南本牧埋立事業は、護岸建設及び基盤整備等を臨海部土地造成事業で仔い、埋立土砂等の受入や地盤

改良等は土砂投入料金で賄うといった枠組みで行っています。なお、第5ブ口ックの一部については、

31. 1ヘクタールを廃棄物最終処分場として利用することになり、臨海部土地造成事業で施工した当区域

の護岸建設等に要した企業債の償還は一般会計が負担し、一般会計に帰属させることにしています。

臨海部土地造成事業として、工事費のうち大きな比重を占める護岸建設がおおむね完了し、工事の進

捗率は 97%と、ほぼ投資を終えている状況です。

しかし、大水深のため護岸建設費が計画以上に多額になったことや公共建設発生土の減少などによる

埋立の長期化に伴う公債諸費が増加したため、事業の採算を確保することが国難となりました。このた

め、 1次プランから、一般会計による支援を受けることにしていましたが、 3次プランでは会計内他事

業利益が減少したことにより、収支不足が拡大します。

(単位:億円)

支出項目 事業費 収入項詰 事業収入

エ 事 費 1， 515 土 士也 7tt 13 却 収 入 349 

補 償 費 189 第 5ブロック負担金 1， 340 
#民2号 理 費 56 雑 収 入 241 

公 債 諸 費 1， 530 会計内他事業利益充当額 641 

支 出 tEb3 h 計(A) 3，290 収入合計(B) 2，571 

f員 失 (B-A) 719 

園宮司軍事言冒毘摺置

基盤整備を進め、売部可能な街区から)11買次売却の手続きを行っていきます。

南本牧地区

~処分予定地
囲処分納(-H22末)

MC-2 

コンテナターミナル

E霊豆E
S筆棄物最終処分場

(供湾中)

{
i
l
J
 

一
間
口

一

鮒

純

一

山

一

'

一
宮
市
一
メ
一

.
1
1
1
1
1
1
1
1
v
 

中

日

一

j
設
i
t
l
+
制
す

l

一帯用一

建

「

}

廿
日
刊
行
列

MUUMuu-Ii

M

-

1
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'
s
f
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f
d
 

亙

…

一

間

一級会計・港湾整備率業費会計 l 埋立率業会計
g (悪事海鼠土地造成事業)
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EIJr_;~司圃

用地造成及び道路・緑地等の基盤整備は、縁地整備の一部を除きおおむね完了しており、 22年度末で

進捗率は 99%となりました。

土地処分については、金沢木材港地震の処分予定地 9.0ヘクタールのうち 17年度までに 5.8ヘクター

んの売却を行いました。売却していない第 1期地区の 3.2ヘクタールについては、事業用定期措地とし

て9年度から貸付を行っており、 22年度には、さらに 5年間('"'-'29年度)延長しました。

この結果、処分予定地については、すべて処分済土地及び活用中の土地となっています。

(単位:億円)

支出項目 事業費 i寂入項詞 事業収入

エ 事 費 148 土地売却収入 137 
F国$ 理 費 31 土地貸付収入 31 

公 債 諸 費 29 そ の 他 収 入 46 

支 出 £E3 』 計(A) 208 収入合計(8) 214 

事業利益 (8-A)

-~調書顎粛軍

管理費を縮減するため、マリーナ広場・マリーナウオーク等の施設について、早期に一般会計への所

管換を行います。

金沢木材港地区

← →第2期地区 Ib

定競借地

由主Ìl処分済地(~22年度末)
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盤璃臨誼園

地造成及び道路・下水等の基盤整備は、水擦ゾーンの基盤整備を除き整備を完了しています。

土地処分については、 22年度までに物流ゾーン全域 4.7ヘクタールは処分を完了しています。

(単位:億円)

支出項目 事業費 収入項目 事業i設入

ヱ 事 費 37 土地売却収入 128 
#隠2雪 理 費 15 土地貸付投入

公 債 諸 費 3 その他収入 22 

支 出 ムロ 計(A) 55 収入合計(B) 151 

事業利益 (B-A) 96 

E躍現官居間覇軍

水際ゾーンの売却にあたっては、近接する山下地区の再整備と一体的に課題を解決していくための土

地利用基本計画を策定中です。基本計画策定後、売却までの関は管理費を極力抑制し、保有土地を有効

活用します。

新山下町貯木場地区

口

A区画

|水際ゾーン i 物流ゾーン
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E君臨胃腸

18年度までにすべての土地を処分するよう進めていましたが、 22年度末の処分予定面積は、1.8ヘク

タールとなっています。この土地は、本市事業用地として用意していた杉田五丁目の土地であり、この

事業が 22年度に取りやめとなったため、処分予定地に追加しました。

置酉軍慰措置聞.

当該土地について、プラン期間中の売却を目指します。

(3次プラン期間に売却する土地]場所:杉田五丁目 面積:l. 8ヘクタール

| 根岸地区 ! 
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《参考》 一般会計が負担する経費

第5ブロック 廃棄物最終処分場(南本牧埋立事業)

市内から排出される廃棄物は、現在、南本牧第2ブロックの処分場において受入れを行っています。

さらに、長期的かつ安定した処分場を確保するため、埋立事業会計所管の第 5ブロックの一部

(31. lha)について、新たに廃棄物最終処分場とし、 29年度以降、おおむね 50年間供用していく予

定となっています。

廃棄物処分場として長期間鎮用することにより、埋立事業会計において土地処分することが困難と

なるため、当該エリアについては一殻会計で所管し、処分場として活用する既存護岸(太線部分)の

建設費相当額をー殻会計が負担します。

《南本牧第5ブロック最終処分場エリア図》

南本牧地区

第3プロック 第17'ロック

MC-2 I MC寸

コンテナ舎一ミナ}f， Iコンテナヲーミナル

| 第27'ロッヲ | 

廃棄物最終処分場
(供用中)
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建喪中 i つ
守司 皐 廃棄物最終処分場 E 

I (一般会計整備中) . 

1 第5-17・ロッヲ 1. I 第5-2プロッヲ I I 
I "J 

第5-2ブロッヲ外周護岸
(負担金対応分)

一般会計・港湾整備事業費会計 埋立事業会計
(臨海部土地造成事業)4.  ~ 

I ~ 
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《用語集》

頁 用 圭n王n五 意 味

1 臨海部土地造成事業
公有水面を埋め立てて土地を造成し、道路・供給施設等の基盤整備を行っ

た後に民間企業等へ土地を売却する事業。

2 企業債の償還
土地の埋立・造成を行う資金に充当するために、横浜市が発行した地方債

(借入金)の返済を行うこと。

2 有償所管換
造成した土地を、対価を得てー殻会計の所管とすること。一般会計に対し

て売却すること。

3 一般会計からの繰入
埋立事業会計の収支不足を補てんするなどの自的のために、一般会計から

埋立事業会計へ支出する経費のこと。

3 {昔換債
当初借り入れた企業債の瀧期が到来したときに、僕還財源が確保できず、

再び{昔り換えるために発行される企業債のこと。

3 健全化支援 2次プラン策定時に、一般会計が既に表明している支援額のこと。

5 無償所管換 造成した土地等を、対錨を得ずに一般会計の所管とすること。

5 公債諸費 利子、発行手数料、完金支払手数料、利子払手数料、雑費を合わせたもの。

5 完成土地 接岸地区及び金沢地先地区のこと。

7 開発条件
みなとみらい 21地区において、施設計画をする際、開発事業者に守ってい

ただくべき地区計画、街づくりの基本協定等のこと。

土地の仲介業者が横浜市に対して開発事業希望者を仲介し、その結果、土

7 仲介手数料制度 地売買契約が成立した場合に、仲介業者に報醗を支払うことで、売却の促

進を国る制度のこと。

9 公募条件
土地の開発事業者を広く募集する際の条件のこと。土地価格や建ぺい率、

容積率、敷地分割jの可否、建物用途等のこと。

企業などが行う会議や研修 (Meeting)、企業などが行う報奨・研修旅行

(Incentive travel)、国際機関や学会が主催する会議(Convention)、イベ

9 MICE (マイス) ントや展示会、見本市 (Event/Exhibition)の頭文字をとったもの。多く

の集客が見込まれるビジネスイベントなどの総称で、人・モノ・情報の交

流促進や市の知名度の向上が図られ、大きな経捺効果が期待できる。

13 公共建設発生土 公共建設工事から拠出される土砂のこと。

18 
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